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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　自装置を示す識別情報と、当該識別情報に関連する画像データを保持する記憶部と、
　前記識別情報、画像データ、およびカテゴリ情報を無線標識に含めて送出する送出部と
、
　送出した前記識別情報に基づく接続要求信号を情報通信端末から取得すると、無線通信
を確立する制御部と、を有し、
　前記画像データは、前記カテゴリ情報に基づいて無線通信のカテゴリ毎に前記情報通信
端末の出力部に出力される、
　無線通信装置。
【請求項２】
　前記制御部は、前記画像データの一部を構成する一部情報を周期的に前記送出部から送
出させる、請求項１に記載の無線通信装置。
【請求項３】
　前記制御部は、前記画像データを複数の前記一部情報に分割し、
　前記送出部は、前記識別情報と前記一部情報とを共に送出する、請求項２に記載の無線
通信装置。
【請求項４】
　前記無線通信装置は、前記識別情報と前記一部情報を統合する統合手段をさらに備え、
前記送出部は、前記統合手段により統合後に標識情報を送出する、請求項３に記載の無線
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通信装置。
【請求項５】
　無線通信装置を示す識別情報と、当該識別情報に関連する画像データと、を取得した場
合に保持する記憶部と、
　前記画像データを出力する出力部と、
　前記識別情報に基づいて、無線通信を確立すると共に、前記画像データを前記出力部に
出力させる制御部と、を備え、
　前記制御部は、前記無線通信のカテゴリ毎に、前記画像データを前記出力部に出力させ
る、
　情報通信端末。
【請求項６】
　画像データの一部を構成する一部情報を取得した場合、前記一部情報から前記画像デー
タを構築する構築手段をさらに備え、前記制御部は、前記画像データを前記出力部に出力
させる、請求項５に記載の情報通信端末。
【請求項７】
　前記記憶部が、前記情報通信端末が受信した一部情報に対応する画像データを保持して
いる場合、前記制御部は、前記対応する画像データを前記出力部に出力させる、請求項６
に記載の情報通信端末。
【請求項８】
　自装置を示す識別情報と当該識別情報に関連する画像データとを保持する記憶部を備え
る無線通信装置と、前記無線通信装置と無線通信可能な情報通信端末と、を備える通信シ
ステムの制御方法であって、
　前記無線通信装置が、前記識別情報、前記画像データ、およびカテゴリ情報を無線標識
に含めて送出するステップと、
　前記情報通信端末が、前記カテゴリ情報に基づいて、無線通信のカテゴリ毎に、前記画
像データを前記情報通信端末の出力部に出力するステップと、
　前記無線通信装置が、送出した前記識別情報に基づく接続要求信号を、前記情報通信端
末から取得すると、前記情報通信端末との無線通信を確立するステップと、
　を備える通信システムの制御方法。
【請求項９】
　自装置を示す識別情報と当該識別情報に関連する画像データとを保持する記憶部を備え
る無線通信装置と、前記無線通信装置と無線通信可能な情報通信端末と、を備える通信シ
ステムの制御プログラムであって、
　前記無線通信装置に、前記識別情報、前記画像データ、およびカテゴリ情報を無線標識
に含めて送出させるステップと、
　前記情報通信端末に、前記カテゴリ情報に基づいて、無線通信のカテゴリ毎に、前記画
像データを前記情報通信端末の出力部に出力させるステップと、
　前記無線通信装置が送出した前記識別情報に基づく接続要求信号を前記情報通信端末か
ら取得すると、前記無線通信装置に、前記情報通信端末との無線通信を確立させるステッ
プと、
　をコンピュータに実行させる制御プログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は無線通信装置、情報通信端末、通信システムの制御方法、及び、制御プログラ
ムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、スマートフォンやタブレット端末等の無線ＬＡＮ機能を搭載した無線端末が普及
している。無線端末は、接続可能な無線ＬＡＮを検出すると、当該無線ＬＡＮのＳＳＩＤ
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（Service Set Identifier）を画面に表示する。ユーザは、接続したい無線ＬＡＮのＳＳ
ＩＤを選択して、無線端末を無線ＬＡＮに接続する。
【０００３】
　なお、特許文献１には、１つの動画像データファイルを複数の分割配信用データファイ
ルに分割し、分割された分割配信用データファイルをそれぞれ異なる複数の伝送路に送信
するデータ伝送方法が開示されている。当該データ伝送方法においては、受信した複数の
分割配信用データファイルを合成して１つの動画像データファイルを復元する。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】国際公開第２００１／０５６２４４号
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　近年の無線端末の普及に伴い、公衆の無線ＬＡＮアクセスポイントの数も増加している
。そのため、街中で無線端末が接続可能な無線ＬＡＮを検出すると、多数の無線ＬＡＮが
検出される。このとき、無線端末は、複数の無線ＬＡＮが検出されたことを、無線ＬＡＮ
のＳＳＩＤを複数表示することにより、ユーザに通知する。しかしながら、ＳＳＩＤは、
英数字等の文字列のみで構成されている。したがって、似たようなＳＳＩＤが複数表示さ
れた場合、視認性が悪く、無線ＬＡＮの識別が困難となる。その結果、ユーザは、無線Ｌ
ＡＮを誤って選択してしまう可能性があるという問題があった。
【０００６】
　本発明は、このような問題を解決するためになされたものであり、容易に無線ＬＡＮを
識別することができる通信システム、無線ＬＡＮアクセスポイント、通信システムの制御
方法、及び、制御プログラムを提供することを目的としている。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明の一態様にかかる無線通信装置は、自装置を示す識別情報と、当該識別情報に関
連する関連情報を保持する記憶部と、前記識別情報および関連情報を無線標識に含めて送
出する送出部と、送出した前記識別情報に基づく接続要求信号を取得すると、無線通信を
確立する制御部と、を有するものである。
【０００８】
　本発明の一態様にかかる情報通信端末は、無線通信装置を示す識別情報と、当該識別情
報に関連する関連情報と、を取得した場合に保持する記憶部と、前記関連情報を出力する
出力部と、前記識別情報に基づいて、無線通信を確立すると共に、前記関連情報を前記出
力部に出力させる制御部と、を備えるものである。
【０００９】
　本発明の一態様にかかる通信システムの制御方法は、自装置を示す識別情報と当該識別
情報に関連する関連情報とを保持する記憶部を備える無線通信装置と、前記無線通信装置
と無線通信可能な情報通信端末と、を備える通信システムの制御方法であって、前記無線
通信装置が、前記識別情報および前記関連情報を無線標識に含めて送出するステップと、
前記無線通信装置が、送出した前記識別情報に基づく接続要求信号を、前記情報通信端末
から取得すると、前記情報通信端末との無線通信を確立するステップと、を備えるもので
ある。
【００１０】
　本発明の一態様にかかる制御プログラムは、自装置を示す識別情報と当該識別情報に関
連する関連情報とを保持する記憶部を備える無線通信装置と、前記無線通信装置と無線通
信可能な情報通信端末と、を備える通信システムの制御プログラムであって、前記無線通
信装置に、前記識別情報および前記関連情報を無線標識に含めて送出させるステップと、
前記無線通信装置が送出した前記識別情報に基づく接続要求信号を前記情報通信端末から
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取得すると、前記無線通信装置に、前記情報通信端末との無線通信を確立させるステップ
と、をコンピュータに実行させるものである。
【発明の効果】
【００１１】
　本発明により、容易に無線ＬＡＮを識別することができる無線通信装置、情報通信端末
、通信システムの制御方法、及び、制御プログラムを提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】実施の形態１にかかる通信システムの構成を示す図である。
【図２】実施の形態１にかかる無線ＬＡＮアクセスポイントのブロック図である。
【図３】実施の形態１にかかるビーコンフレームの構成を示す図である。
【図４】実施の形態１にかかるフレームボディの構成を示す図である。
【図５】実施の形態１にかかるビーコン送信処理を説明するためのシーケンス図である。
【図６】実施の形態１にかかる無線端末のブロック図である。
【図７】実施の形態１にかかる無線端末の表示部の表示画面を示すである。
【図８】実施の形態１にかかる無線ＬＡＮアクセスポイントの動作を示すフローチャート
である。
【図９】実施の形態１にかかる無線端末の動作を示すフローチャートである。
【図１０】比較例にかかる無線端末の表示部の表示画面を示すである。
【図１１】実施の形態１の変形例１にかかる無線端末の動作を示すフローチャートである
。
【図１２】実施の形態１の変形例２にかかるフレームボディの構成を示す図である。
【図１３】実施の形態２にかかる通信システムの構成を示す図である。
【図１４】実施の形態２にかかる無線ＬＡＮアクセスポイントのブロック図である。
【図１５】実施の形態２にかかる無線端末のブロック図である。
【図１６】本発明にかかる通信システムのブロック図である。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
　＜実施の形態１＞
　以下、図面を参照して本発明の実施の形態１について説明する。図１は、本実施の形態
にかかる通信システム１の構成を示す図である。通信システム１は、無線ＬＡＮアクセス
ポイント１００と、無線端末４００と、を備える。無線ＬＡＮアクセスポイント１００と
無線端末４００とは、無線ＬＡＮ（Local Area Network）を介して接続される。無線ＬＡ
Ｎアクセスポイント１００は、例えば、公衆無線ＬＡＮアクセスポイントやホームゲート
ウェイ等の中継装置である。無線端末４００は、例えば、携帯電話機、スマートフォン、
タブレットＰＣ（Personal Computer）、ノートＰＣ、ゲーム機、及び音楽プレーヤー等
の無線ＬＡＮ通信が可能な端末である。
【００１４】
　＜無線ＬＡＮアクセスポイント１００の構成＞
　まず、無線ＬＡＮアクセスポイント１００（無線通信装置）の構成について説明する。
図２に無線ＬＡＮアクセスポイント１００のブロック図を示す。無線ＬＡＮアクセスポイ
ント１００は、ＳＳＩＤ（Service Set Identifier）記憶部１０１と、ＳＳＩＤ画像記憶
部１０２と、画像分割部１０３と、情報統合部１０４と、無線ＬＡＮ通信部１０５と、を
備える。
【００１５】
　ＳＳＩＤ記憶部１０１（記憶部）は、例えば、ＲＡＭ（Random Access Memory）やＲＯ
Ｍ（Read Only Memory）等のメモリである。ＳＳＩＤ記憶部１０１は、無線ＬＡＮアクセ
スポイント１００が中継する無線ＬＡＮの識別情報であるＳＳＩＤ（識別情報）を記憶す
る。つまり、識別情報とは、無線ＬＡＮアクセスポイント１００（または無線ＬＡＮアク
セスポイント１００の無線ＬＡＮ）を識別するための情報である。なお、無線ＬＡＮアク
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セスポイント１００がマルチＳＳＩＤ機能を有する場合、ＳＳＩＤ記憶部１０１は、複数
のＳＳＩＤを記憶してもよい。
【００１６】
　ＳＳＩＤ画像記憶部１０２（記憶部）は、例えば、ＲＡＭやＲＯＭ等のメモリである。
ＳＳＩＤ画像記憶部１０２は、ＳＳＩＤに関連する画像データ（関連情報）を記憶する。
ＳＳＩＤに関連する画像データとは、ＳＳＩＤ記憶部１０１に格納されたＳＳＩＤ固有の
画像データであって、予め設定された画像データである。
【００１７】
　なお、以下の説明では、ＳＳＩＤに関連付けられた画像データを、ＳＳＩＤ画像データ
（関連情報）と称す。また、ＳＳＩＤとＳＳＩＤ画像データとは、必ずしも１対１で対応
している必要はない。例えば、マルチＳＳＩＤ機能を有する無線ＬＡＮアクセスポイント
１００においては、ＳＳＩＤ記憶部１０１が記憶する複数のＳＳＩＤに対して、１つの画
像データが対応付けられていてもよい。ＳＳＩＤとＳＳＩＤ画像を紐づけるための付加情
報については、ＳＳＩＤ記憶部１０１、あるいはＳＳＩＤ画像記憶部１０２において記憶
されている。
【００１８】
　画像分割部１０３は、ＳＳＩＤ画像記憶部１０２に格納されたＳＳＩＤ画像データを複
数のデータに分割する。以下の説明では、分割されたデータを分割データと称す。つまり
、画像分割部１０３は、ＳＳＩＤ画像データを、当該ＳＳＩＤ画像データよりもデータサ
イズの小さい複数の分割データ（一部情報）に変換する。言い換えると、分割データは、
ＳＳＩＤ画像データの一部を構成する情報である。また、画像分割部１０３は、無線ＬＡ
Ｎアクセスポイント１００が送信するビーコンのフレームボディに当該分割データを格納
する。
【００１９】
　情報統合部１０４（制御部）は、画像分割部１０３が生成したフレームボディに、分割
データの元となるＳＳＩＤ画像データに対応するＳＳＩＤを統合（付加）する。これによ
り、情報統合部１０４は、分割データ及びＳＳＩＤを含むビーコンフレームを完成させる
。
【００２０】
　ここで、情報統合部１０４により生成されるビーコンフレーム（標識情報）の詳細につ
いて説明する。ビーコンフレーム２００の構成を図３に示す。ビーコンフレーム２００は
、フレーム制御情報２０１と、デュレーションＩＤ２０２と、宛先アドレス２０３と、送
信先アドレス２０４と、ＳＳＩＤ２０５と、シーケンス制御情報２０６と、フレームボデ
ィ２０７と、ＦＣＳ（Frame Check Sequence）２０８と、を含む。
【００２１】
　フレーム制御情報２０１は、例えば、フレームの種類、フレームの宛先、送信元が無線
か有線かどうか、及び、フラグメント情報等を含む。デュレーションＩＤ２０２は、例え
ば、電波を使用する予定期間(フレーム送信に必要な時間)の情報等を含む。宛先アドレス
２０３は、宛先のＭＡＣアドレスを含む。送信先アドレス２０４は、送信先のＭＡＣアド
レスを含む。ＳＳＩＤ２０５は、ＥＳＳＩＤやＢＳＳＩＤ（無線ＬＡＮアクセスポイント
１００のＭＡＣアドレス）等を含む。シーケンス制御情報２０６は、送信するデータのシ
ーケンス番号や、フラグメント化した場合のフラグメント番号の情報等を含む。フレーム
ボディ２０７は、上記の分割データを含むデータであり、詳細は後述する。ＦＣＳ２０８
は、受信したフレームに誤りがないか調べるために付加されるデータを含む。なお、各情
報（領域）の容量は、図３に示す通りである。
【００２２】
　次に、フレームボディ２０７の詳細な構成を図４に示す。フレームボディ２０７は、メ
ーカ固有情報３０１と、ＯＵＩ（Organizationally Unique Identifier）情報３０２と、
その他情報３０３と、識別子（ＩＤ）３０４と、フラグ情報３０５と、オフセット情報３
０６と、分割データ３０７と、を含む。
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【００２３】
　メーカ固有情報３０１は、製造メーカ固有の情報を含む。ＯＵＩ情報３０２は、ＭＡＣ
アドレスの前半部分であり、製造メーカを示す情報を含む。同一画像の分割された画像で
ある場合、ＩＤを同一にすることで、無線クライアント側で、分割された画像は同一の画
像であることを認識させる。メーカ固有情報３０１及びＯＵＩ情報３０２は、画像データ
が無線端末４００にとって必要な画像データであることを認識させるための情報も含む。
【００２４】
　識別子３０４は、画像データ固有の識別子を含む。つまり、ある画像データが分割され
て複数の分割データが生成された場合、これらの分割データには、共通の（同一の）識別
子が付与される。これにより、分割データを受信した無線端末４００は、共通の識別子を
有する複数の分割データがある１つの画像データの構成要素であることを認識できる。
【００２５】
　フラグ情報３０５は、後続の分割データの有無を示す情報（フラグ）である。つまり、
フラグは、分割データに続きがあるかどうかを示す情報である。１つのＳＳＩＤ画像デー
タを構成する複数の分割データのうち、最後の分割データは、後続の分割データが無いた
め、フラグの値は０となる。一方、最後以外の分割データは、後続の分割データが存在す
るため、フラグの値は１となる。無線端末４００は、このフラグを参照することにより、
後続の分割データがあるかどうかを認識することができる。
【００２６】
　オフセット情報３０６は、複数の分割データを元のＳＳＩＤ画像データに再構築する際
に必要な情報であるオフセット情報を含む。オフセット情報は、分割データの結合順番や
結合位置等を示す情報である。オフセット情報としては、分割データの分割時点でのデー
タサイズを用いることができる。例えば、データサイズが４０００ｂｙｔｅの画像データ
を、１０００ｂｙｔｅ毎に分割する場合、最初の分割データ（分割データ（１））のオフ
セット情報は０、２つ目の分割データ（画像データ（２））のオフセット情報は１００１
、３つ目の分割データ（画像データ（３））のオフセット情報は２００１、４つ目の分割
データ（画像データ（４））のオフセット情報は３００１となる。
【００２７】
　分割データ３０７は、上記の通り、ＳＳＩＤ画像データが分割されたデータである。画
像分割部１０３は、上記のフレームボディ２０７に含まれるデータの合計サイズが、フレ
ームボディ２０７の最大サイズといわれる２３１２ｂｙｔｅ以内に収まるように、分割デ
ータ３０７の分割サイズを調整する。
【００２８】
　無線ＬＡＮ通信部１０５（送出部）は、無線ＬＡＮ通信を行う通信モジュール及び通信
アンテナである。これらの通信モジュール等は、既存の無線ＬＡＮアクセスポイントやホ
ームゲートウェイに搭載されているモジュール等を用いることができる。無線ＬＡＮ通信
部１０５は、情報統合部１０４により完成したビーコンフレーム２００を、無線ＬＡＮを
介して、ビーコン信号（無線標識）として、無線端末４００に送信する。つまり、無線Ｌ
ＡＮ通信部１０５は、ＳＳＩＤ及びＳＳＩＤ画像データ（分割データ）をビーコン信号に
含めて送出する。このとき、ビーコン信号に含めるとは、１つのビーコン信号にＳＳＩＤ
及び分割データの双方が含まれているだけでなく、複数のビーコン信号の中に、ＳＳＩＤ
及び分割データが含まれることも意味する。つまり、複数のビーコン信号の全体としてＳ
ＳＩＤ及び分割データを含んでいればよく、ＳＳＩＤを含むビーコン信号と、分割データ
を含むビーコン信号と、が異なる信号であってもよい。なお、無線ＬＡＮ通信部１０５は
、無線端末４００からＳＳＩＤに基づく接続要求信号を取得すると、無線端末４００との
無線ＬＡＮ通信を確立する。
【００２９】
　無線ＬＡＮ通信部１０５は、分割データが付与されたビーコンフレーム２００を、通常
のビーコンフレームと同様に、無線ＬＡＮ通信が可能であれば、絶えず送信可能である。
そのため上記の例のように、分割データが４つ存在する場合、分割データ（１）から（４
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）までのデータを繰り返し送信する。具体的には、図５に示すように、無線ＬＡＮ通信部
１０５は、分割データ（１）から（４）までが付加されたビーコンフレーム２００を順番
に送信した後、再び分割データ（１）から（４）までが付加されたビーコンフレーム２０
０を送信する。つまり、無線ＬＡＮ通信部１０５は、異なる分割データが付加された複種
類のビーコンフレーム２００を周期的に送信する。言い換えると、無線ＬＡＮ通信部１０
５は、ビーコンフレームを送信可能な１つのチャネルを介して、複数種類のビーコンフレ
ーム２００を１つずつ順番に送信する。さらに言い換えると、無線ＬＡＮ通信部１０５は
、複数のビーコンフレームを複数のチャネルを介して一度に（並列に）送信しない。
【００３０】
　＜無線端末４００の構成＞
　次に、無線端末４００（情報通信端末）の構成について説明する。図６に無線端末４０
０のブロック図を示す。無線端末４００は、無線ＬＡＮ通信部４０１と、ＳＳＩＤ抽出部
４０２と、画像抽出部４０３と、画像再構築部４０４と、表示部４０５と、ＳＳＩＤ画像
記憶部４０６と、を備える。
【００３１】
　無線ＬＡＮ通信部４０１は、無線ＬＡＮ通信を行う通信モジュール及び通信アンテナで
ある。これらの通信モジュール等は、既存のスマートフォンやノートＰＣに搭載されてい
るモジュール等を用いることができ、ＳＳＩＤに基づいて、無線ＬＡＮ通信を確立する。
無線ＬＡＮ通信部４０１は、分割データが付加されたビーコンフレーム２００を無線ＬＡ
Ｎアクセスポイント１００から受信する。
【００３２】
　ＳＳＩＤ抽出部４０２は、無線ＬＡＮ通信部４０１が受信したビーコンフレーム２００
から、ＳＳＩＤを抽出する。具体的には、ＳＳＩＤ抽出部４０２は、ビーコンフレーム２
００に格納されているＳＳＩＤ２０５を取得する。なお、ＳＳＩＤ抽出部４０２は、ビー
コンフレーム２００からＳＳＩＤを認識する既存の機能部を用いることができる。
【００３３】
　画像抽出部４０３は、無線ＬＡＮ通信部４０１が受信したビーコンフレーム２００から
、分割データを抽出する。具体的には、画像抽出部４０３は、ビーコンフレーム２００の
フレームボディ２０７に含まれる分割データ３０７を取得する。
【００３４】
　このとき、画像抽出部４０３は、フレームボディ２０７に含まれている情報を確認する
。具体的には、画像抽出部４０３は、フレームボディ２０７において、メーカ固有情報３
０１や、ＯＵＩ情報３０２、その他情報３０３の値を確認する。画像抽出部４０３は、確
認した情報が、あらかじめ画像抽出部４０３に記憶されているメーカ固有情報３０１や、
ＯＵＩ情報３０２、その他情報３０３の値と一致するか否かを判定する。そして、一致す
る場合、画像抽出部４０３は、受信したビーコンフレーム２００が本発明に関するＳＳＩ
Ｄ及びＳＳＩＤ画像データを含むビーコンフレームであるということを認識することがで
きる。
【００３５】
　画像抽出部４０３は、メーカ固有情報３０１や、ＯＵＩ情報３０２、その他情報３０３
の確認後、識別子３０４、フラグ情報３０５、及びオフセット情報３０６を確認する。そ
して、画像抽出部４０３は、受信した分割データが１つのＳＳＩＤ画像データが分割され
たものの一部であること認識する。
【００３６】
　画像再構築部４０４（制御部）は、識別子３０４、フラグ情報３０５、及びオフセット
情報３０６に基づいて、画像抽出部４０３が抽出した分割データを用いて、元のＳＳＩＤ
画像データを再構築する。具体的には、画像再構築部４０４は、識別子３０４を参照して
、複数のビーコンフレーム２００から抽出された複数の分割データが同一のＳＳＩＤ画像
データの一部であるか否かを確認する。識別子３０４が同一であった場合、画像再構築部
４０４は、これらの分割データは同一のＳＳＩＤ画像データであることを認識する。また
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、画像再構築部４０４は、フラグ情報３０５を参照して、後続の分割データが存在するか
否かを確認する。後続の分割データが無い場合、画像再構築部４０４は、再構築が完了し
たと判断する。さらに、画像再構築部４０４は、オフセット情報３０６を参照して、分割
データが元のＳＳＩＤ画像データのどの部分（位置）のデータであるかを認識する。また
、画像再構築部４０４は、再構築したＳＳＩＤ画像データを表示部４０５に表示させる。
【００３７】
　表示部４０５（出力部）は、ＳＳＩＤ抽出部４０２において抽出されたＳＳＩＤと、画
像再構築部４０４において再構築されたＳＳＩＤ画像データと、を結合して表示する。表
示部４０５は、ＬＣＤ（Liquid Crystal Display）や有機ＥＬ（Electro Luminescence）
等のディスプレイを含む表示装置である。例えば、図７に示すように、ＰＣ、テレビ、電
話機能を有したスマートフォンや携帯電話等の携帯端末等の無線端末の画面上に、ＳＳＩ
Ｄ画像データ及びＳＳＩＤが表示される。
【００３８】
　なお、分割データが付加されたビーコンフレーム２００の一部が受信できていない場合
であっても、画像再構築部４０４は、受信済みの分割データのみを用いて、画像再構築を
行う。この場合、ＳＳＩＤ画像データの一部が欠損している状態になるが、表示部４０５
は、一部が欠けたＳＳＩＤ画像を表示する。上述したように、それぞれの分割データが付
加されたビーコンフレーム２００は周期的に送信されているため、画像再構築部４０４は
、受信できていなかったビーコンフレーム２００を再構築後に受信できた場合、再度ＳＳ
ＩＤ画像データの再構築を行う。そして、表示部４０５は、新たに再構築された画像を表
示する。このように、無線端末４００は、欠損しているＳＳＩＤ画像でも順次表示部４０
５に表示し、ＳＳＩＤ画像が完成するまで、画像再構築動作および画像表示動作を繰り返
す。
【００３９】
　ＳＳＩＤ画像記憶部４０６（記憶部）は、無線ＬＡＮ通信部４０１が受信したビーコン
信号に含まれるＳＳＩＤとＳＳＩＤ画像データを保持する。
【００４０】
　続いて、本実施の形態にかかる通信システム１の動作について、図８及び図９に示すフ
ローチャートを参照して説明する。図８は、無線ＬＡＮアクセスポイント１００の動作を
示すフローチャートである。図９は、無線端末４００の動作を示すフローチャートである
。
【００４１】
　＜無線ＬＡＮアクセスポイント１００の動作＞
　はじめに、無線ＬＡＮアクセスポイント１００の動作について説明する。まず、情報統
合部１０４が、ＳＳＩＤ記憶部１０１に格納されたＳＳＩＤを抽出する（ステップＳ１０
１）。この処理と並行して、画像分割部１０３は、ＳＳＩＤ画像記憶部１０２に格納され
たＳＳＩＤ画像データを抽出する（ステップＳ１０２）。そして、画像分割部１０３は、
ＳＳＩＤ画像データを所定のデータサイズに分割する（ステップＳ１０３）。これにより
、複数の分割データが生成される。
【００４２】
　画像分割部１０３は、分割データを用いてフレームボディ２０７を生成する（ステップ
Ｓ１０４）。具体的には、画像分割部１０３は、図４に示したように、分割データ３０７
に、識別子３０４、フラグ情報３０５、及びオフセット情報３０６等を付加して、フレー
ムボディ２０７を生成する。なお、フレームボディ２０７は、分割データの数に応じた数
だけ生成される。例えば、ＳＳＩＤ画像データが４つの分割データに分割された場合、各
分割データを含むフレームボディが４つ生成される。画像分割部１０３は、生成したフレ
ームボディを情報統合部１０４に出力する。
【００４３】
　次に、情報統合部１０４は、ＳＳＩＤと分割データとを統合する（ステップＳ１０５）
。具体的には、図３に示したように、情報統合部１０４は、ステップＳ１０１において抽
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出したＳＳＩＤと、ステップＳ１０４において生成されたフレームボディと、をビーコン
フレーム２００に格納する。これにより、ＳＳＩＤと、当該ＳＳＩＤに対応するＳＳＩＤ
画像データの分割データと、を含むビーコンフレームが生成される。情報統合部１０４は
、生成したビーコンフレームを無線ＬＡＮ通信部１０５に出力する。
【００４４】
　そして、無線ＬＡＮ通信部１０５は、情報統合部１０４により生成されたビーコンフレ
ームを送信する（ステップＳ１０６）。無線ＬＡＮ通信部１０５は、分割データの種類に
応じた複数種類のビーコンフレームを１つずつ周期的に送信する（図５参照）。無線ＬＡ
Ｎ通信部４０１は、ビーコンフレームを受信した無線端末４００から接続要求信号を受信
した場合、無線端末４００との無線通信を確立する。
【００４５】
　＜無線端末４００の動作＞
　続いて、無線端末４００の動作について説明する。まず、無線ＬＡＮ通信部４０１が、
無線ＬＡＮアクセスポイント１００から送信されたビーコンフレームを受信する（ステッ
プＳ２０１）。次に、ＳＳＩＤ抽出部４０２が、ビーコンフレームからＳＳＩＤを抽出す
る（ステップＳ２０４）。この処理と並行して、画像抽出部４０３が、ビーコンフレーム
のフレームボディに含まれる分割データを抽出する（ステップＳ２０２）。
【００４６】
　画像再構築部４０４は、画像抽出部４０３が抽出した複数の分割データを用いて、ＳＳ
ＩＤ画像データを再構築する（ステップＳ２０３）。具体的には、画像再構築部４０４は
、識別子３０４と、フラグ情報３０５、及び、オフセット情報３０６に基づいて、分割デ
ータを統合し、再構築する。これにより、無線端末４００において、ＳＳＩＤ画像データ
が生成される。画像再構築部４０４は、再構築したＳＳＩＤ画像データを表示部４０５に
出力する。
【００４７】
　そして、表示部４０５は、ＳＳＩＤと、再構築されたＳＳＩＤ画像と、を表示する（ス
テップＳ２０５）。図７に示すように、無線端末４００の表示部４０５には、ＳＳＩＤ（
括弧内の文字列「XXXXXXXXXX」や「YYYYYYYYY」等）と共に、当該ＳＳＩＤ固有のＳＳＩ
Ｄ画像５０１、５０２等が表示される。ＳＳＩＤ画像は、図７に示すように、ＳＳＩＤの
無線ＬＡＮを提供している施設（つまり、無線ＬＡＮアクセスポイント１００が設置され
ている施設）を示すマークや名称等を含む画像である。ユーザにより接続したいＳＳＩＤ
が選択されると、無線ＬＡＮ通信部４０１は、無線ＬＡＮアクセスポイント１００に接続
要求信号を送信する。
【００４８】
　ここで、比較例にかかる通信システムにおけるＳＳＩＤの表示態様について説明する。
比較例にかかる無線ＬＡＮアクセスポイントは、ＳＳＩＤ画像データを送信せず、ＳＳＩ
Ｄの文字列データしか送信しない。そのため、図１０に示すように、比較例にかかる通信
システムにおいては、表示部４０５にＳＳＩＤを示す文字列のみが表示される。したがっ
て、ユーザは、文字列のみを見て、無線ＬＡＮ（無線ＬＡＮアクセスポイント）を識別し
なければならず、無線ＬＡＮの識別が困難となる。
【００４９】
　以上のように、本実施の形態にかかる通信システム１の構成によれば、無線ＬＡＮアク
セスポイント１００が、ＳＳＩＤ及び当該ＳＳＩＤ固有のＳＳＩＤ画像データを記憶する
。そして、無線ＬＡＮアクセスポイント１００が、ＳＳＩＤ画像データを、無線端末４０
０に送信する。無線端末４００は、受信したＳＳＩＤ画像データを表示する。これにより
、無線端末４００の表示部４０５には、接続可能な無線ＬＡＮのＳＳＩＤに対応するＳＳ
ＩＤ画像が表示される。そのため、ユーザは、表示された画像を視認することにより、無
線ＬＡＮアクセスポイントの種類や会社、無線ＬＡＮアクセスポイントが商用であるか否
か等の情報を直感的に把握することができる。したがって、文字の羅列であるＳＳＩＤの
みが表示される場合に比べて視認性が向上し、無線ＬＡＮ（無線ＬＡＮアクセスポイント
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）の識別が容易となる。その結果、誤って意図しない無線ＬＡＮに接続してしまうことを
防止できる。
【００５０】
　また、無線ＬＡＮアクセスポイント１００は、ＳＳＩＤ画像データを、当該ＳＳＩＤ画
像データよりもデータサイズの小さい複数の分割データに分割する。そして、無線ＬＡＮ
アクセスポイント１００は、分割データをビーコンフレームに格納し、ＳＳＩＤと共に無
線端末４００に送信する。そして、無線端末４００は、分割データを用いて、無線端末４
００においてＳＳＩＤ画像データを再構築する。これにより、ＳＳＩＤ画像データが、ビ
ーコンフレームに格納困難なデータサイズである場合においても、ＳＳＩＤ画像データを
分割して送信することができる。その結果、無線端末４００において、再構築されたＳＳ
ＩＤ画像を表示することができる。さらに、既存のビーコンフレームに分割データを付加
して送信すればよいため、ＳＳＩＤ画像データの送信のために、別途無線通信を行う必要
もない。
【００５１】
　＜変形例１＞
　本実施の形態にかかる変形例１について説明する。ＳＳＩＤ画像記憶部４０６（記憶部
）は、画像再構築部４０４により再構築されたＳＳＩＤ画像データをキャッシュ（記憶）
する。
【００５２】
　続いて、変形例１にかかる無線端末４００の動作について図１１のフローチャートを参
照して説明する。なお、ステップＳ２０２までは、図９に示したフローチャートと同様で
ある。
【００５３】
　画像再構築部４０４は、フレームボディから分割データや識別子等が抽出されると、Ｓ
ＳＩＤ画像データを再構築する前に、識別子を参照して、以前再構築したことのあるＳＳ
ＩＤ画像データか否かを判定する（ステップＳ２０６）。
【００５４】
　画像再構築部４０４が再構築したことのないＳＳＩＤ画像データである場合（ステップ
Ｓ２０６：Ｎｏ）、画像再構築部４０４は、分割データを用いてＳＳＩＤ画像データの再
構築を行う（ステップＳ２０３）。そして、画像再構築部４０４は、再構築したＳＳＩＤ
画像データを、当該ＳＳＩＤ画像データを示す識別子に対応付けて、ＳＳＩＤ画像記憶部
４０６に格納する（ステップＳ２０７）。なお、その後、表示部４０５が、ＳＳＩＤとＳ
ＳＩＤ画像とを表示する（ステップＳ２０５）。
【００５５】
　一方、画像再構築部４０４が以前に再構築したことのあるＳＳＩＤ画像データである場
合（ステップＳ２０６：Ｙｅｓ）、画像再構築部４０４は、ＳＳＩＤ画像データの再構築
を行わず、識別子を参照して、当該識別子に対応するＳＳＩＤ画像データをＳＳＩＤ画像
記憶部４０６から読み出す（ステップＳ２０８）。そして、画像再構築部４０４は、読み
出したＳＳＩＤ画像データを表示部４０５に出力する。表示部４０５は、ＳＳＩＤと、Ｓ
ＳＩＤ画像記憶部４０６から読み出されたＳＳＩＤ画像と、を表示する（ステップＳ２０
５）。
【００５６】
　以上のように、変形例１にかかる無線端末４００の構成によれば、画像再構築部４０４
は、再構築したＳＳＩＤ画像データをＳＳＩＤ画像記憶部４０６に格納する。そして、画
像再構築部４０４は、以前に再構築したことのあるＳＳＩＤ画像データについては、再構
築を行うことなく、ＳＳＩＤ画像記憶部４０６に格納されたＳＳＩＤ画像データを読み出
して、表示部４０５に表示させる。したがって、無線端末４００の処理負担を軽減するこ
とができる。加えて、電波状態の悪い環境においても、分割データを格納したビーコンフ
レームの一部を受信することができれば、全ての分割データを受信できなくても、以前再
構築したＳＳＩＤ画像データを表示部４０５に表示させることができる。このため、迅速
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なＳＳＩＤ画像の表示を実現できる。
【００５７】
　なお、上記の説明においては、以前に再構築したことがあるＳＳＩＤ画像データである
か否かの判定に識別子を使用したが、ＳＳＩＤ等のＳＳＩＤ画像データを特定可能な情報
に基づいて判定してもよい。
【００５８】
　＜変形例２＞
　本実施の形態にかかる変形例２について説明する。変形例２にかかる無線ＬＡＮアクセ
スポイント１００が生成するフレームボディ２０７の構成を図１２に示す。変形例２にお
けるフレームボディ２０７には、図４に示した情報に加えて、カテゴリ情報３０８が格納
されている。なお、フレームボディ２０７のその他の情報については、図４に示したもの
と同様であるため、適宜説明を省略する。
【００５９】
　カテゴリ情報３０８は、無線ＬＡＮ（無線ＬＡＮアクセスポイント）のカテゴリや種別
等を示す情報である。カテゴリ情報とは、例えば、無線ＬＡＮが商用であるか個人用であ
るかを示す情報や、無料で提供されているものか有料で提供されているものかを示す情報
、パスワードがかかっているか否かを示す情報、無線ＬＡＮを提供している店舗の業態を
示す情報等である。
【００６０】
　無線端末４００の表示部４０５は、カテゴリ情報３０８に基づいて、無線ＬＡＮのカテ
ゴリ毎にＳＳＩＤ画像を表示する。例えば、商用と個人用の無線ＬＡＮが検出された場合
、表示部４０５は、商用の無線ＬＡＮに対応するＳＳＩＤ画像を表示情報の上側に表示し
、商用のＳＳＩＤ画像の下側に個人用の無線ＬＡＮに対応するＳＳＩＤ画像を表示する。
【００６１】
　以上のように、変形例２にかかる通信システムの構成によれば、無線ＬＡＮアクセスポ
イント１００がビーコンフレームに、分割データと共に、カテゴリ情報３０８を格納する
。そして、無線端末４００の表示部４０５は、無線ＬＡＮのカテゴリ毎に、ＳＳＩＤ画像
を表示する。これにより、ユーザの視認性が向上し、無線ＬＡＮの識別や選択が容易とな
るため、操作性が向上する。
【００６２】
　＜実施の形態２＞
　本発明にかかる実施の形態２について説明する。本実施の形態にかかる通信システム２
の構成を図１３に示す。上述の実施の形態１においては、無線ＬＡＮアクセスポイント１
００のＳＳＩＤ画像記憶部１０２がＳＳＩＤ画像データを記憶していたが、本実施の形態
においては、外部サーバ６００がＳＳＩＤ画像データを記憶する。また、本実施の形態に
おいては、ＳＳＩＤ画像データの分割は行われない。
【００６３】
　図１３に示すように、無線ＬＡＮアクセスポイント１００は、無線ＬＡＮを介して、無
線端末４００と接続可能である。また、無線ＬＡＮアクセスポイント１００は、ＷＡＮ（
Wide Area Network）を介して、インターネットに接続可能である。また、外部サーバ６
００はインターネット上に存在するサーバであり、例えば、ＨＤＤ（Hard Disk Drive）
等を備える記憶装置である。
【００６４】
　外部サーバ６００は、ＳＳＩＤに対応付けて、ＳＳＩＤ画像データを記憶する。また、
外部サーバ６００は、ＳＳＩＤ画像データと画像認証ＩＤとを対応付けて記憶する。つま
り、ＳＳＩＤ画像データには、ＳＳＩＤ及び画像認証ＩＤが対応付けられている。ここで
、画像認証ＩＤとは、外部サーバ６００からＳＳＩＤ画像データをダウンロードするため
に必要な認証ＩＤである。なお、外部サーバ６００へのＳＳＩＤ画像データ、ＳＳＩＤ、
及び画像認証ＩＤの登録は、事前にユーザにて登録されるものとする。また、画像認証Ｉ
ＤはＡＳＣＩＩ等形式を問わない。さらに、画像認証ＩＤは、ＭＤ５等暗号化された状態
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で記憶されるものとする。
【００６５】
　次に、本実施の形態にかかる無線ＬＡＮアクセスポイント１００のブロック図を図１４
に示す。無線ＬＡＮアクセスポイント１００は、ＳＳＩＤ記憶部１０１と、無線ＬＡＮ通
信部１０５と、ＳＳＩＤ画像送受信部１０６と、を備える。なお、ＳＳＩＤ記憶部１０１
及び無線ＬＡＮ通信部１０５は、実施の形態１と同様の構成であるため、説明を省略する
。ただし、ＳＳＩＤ記憶部１０１は、ＳＳＩＤに対応付けて画像認証ＩＤも記憶している
。
【００６６】
　ＳＳＩＤ画像送受信部１０６（送信手段）は、ＷＡＮを介して、外部サーバ６００から
ＳＳＩＤ画像データを受信する。また、ＳＳＩＤ画像送受信部１０６は、ビーコンフレー
ムを用いて、受信したＳＳＩＤ画像データを分割せずに無線端末４００に送信する。
【００６７】
　次に、本実施の形態にかかる無線端末４００のブロック図を図１５に示す。無線端末４
００は、無線ＬＡＮ通信部４０１と、ＳＳＩＤ抽出部４０２と、表示部４０５と、ＳＳＩ
Ｄ画像要求部４０７と、ＳＳＩＤ画像受信部４０８と、を備える。なお、無線ＬＡＮ通信
部４０１、ＳＳＩＤ抽出部４０２、及び、表示部４０５は、実施の形態１と同様の構成で
あるため、説明を省略する。
【００６８】
　ＳＳＩＤ画像要求部４０７は、無線ＬＡＮアクセスポイント１００から送信されたＳＳ
ＩＤ及び画像認証ＩＤを用いて、外部サーバ６００に対して、ＳＳＩＤ画像データの送信
を要求する。
【００６９】
　ＳＳＩＤ画像受信部４０８は、ＳＳＩＤ画像要求部４０７の送信要求に応じて、外部サ
ーバ６００から送信されたＳＳＩＤ画像データを受信する。
【００７０】
　続いて、本実施の形態にかかる通信システム２の動作について、図１３を参照して説明
する。まず、無線ＬＡＮアクセスポイント１００が、ＳＳＩＤ記憶部１０１に格納された
ＳＳＩＤ及び画像認証ＩＤを、無線端末４００に送信する（ステップＳ３０１）。なお、
無線ＬＡＮアクセスポイント１００は、ＳＳＩＤ及び画像認証ＩＤを、ビーコンフレーム
に格納して送信する。
【００７１】
　無線端末４００のＳＳＩＤ抽出部４０２は、受信したビーコンフレームに搭載されたＳ
ＳＩＤ及び画像認証ＩＤを抽出する。そして、ＳＳＩＤ抽出部４０２は、抽出したＳＳＩ
Ｄ及び画像認証ＩＤをＳＳＩＤ画像要求部４０７に出力する。
【００７２】
　次に、ＳＳＩＤ画像要求部４０７は、ＳＳＩＤ及び画像認証ＩＤを用いて、外部サーバ
６００に対してＳＳＩＤ画像データを要求する。具体的には、ＳＳＩＤ画像要求部４０７
は、ＳＳＩＤ及び画像認証ＩＤを無線ＬＡＮアクセスポイント１００に送信する（ステッ
プＳ３０２）。そして、無線ＬＡＮアクセスポイント１００は、受信したＳＳＩＤ及び画
像認証ＩＤを外部サーバ６００に送信する（ステップＳ３０３）。なお、ＳＳＩＤ画像要
求部４０７によるＳＳＩＤ画像データの送信要求は、ユーザが無線端末４００を操作する
ことをトリガとして行われてもよいし、ＳＳＩＤ抽出部４０２がＳＳＩＤを抽出したこと
をトリガとして行われてもよい。
【００７３】
　このとき、無線端末４００は、無線ＬＡＮアクセスポイント１００を介さずに、外部サ
ーバ６００にＳＳＩＤ画像データの要求を行ってもよい。例えば、無線端末４００が携帯
電話機やスマートフォンの場合、無線端末４００は、携帯電話回線網（ＷＡＮ）を用いて
、外部サーバ６００に、ＳＳＩＤ画像データの要求を直接行ってもよい（ステップＳ３０
２´）。
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【００７４】
　外部サーバ６００は、ＳＳＩＤ画像データの送信要求に含まれたＳＳＩＤを参照して、
当該ＳＳＩＤに対応するＳＳＩＤ画像データをメモリから読み出す。そして、外部サーバ
６００は、読み出したＳＳＩＤ画像データに対応付けられた画像認証ＩＤと、送信要求に
含まれた画像認証ＩＤと、を比較する。そして、画像認証ＩＤが一致する場合、外部サー
バ６００は、送信要求に応じたＳＳＩＤ画像データを、無線ＬＡＮアクセスポイント１０
０に送信する（ステップＳ３０４）。
【００７５】
　無線ＬＡＮアクセスポイント１００のＳＳＩＤ画像送受信部１０６は、外部サーバ６０
０からＳＳＩＤ画像データを受信すると、ビーコンフレームを用いて、無線端末４００に
当該ＳＳＩＤ画像データを分割せずに送信する（ステップＳ３０５）。
【００７６】
　このとき、外部サーバ６００は、無線ＬＡＮアクセスポイント１００を介さずに、無線
端末４００にＳＳＩＤ画像データの送信を行ってもよい。上記と同様に、外部サーバ６０
０は、携帯電話回線網を用いて、無線端末４００に、ＳＳＩＤ画像データを直接送信して
もよい（ステップＳ３０４´）。
【００７７】
　無線端末４００のＳＳＩＤ画像受信部４０８は、ＳＳＩＤ画像データを受信すると、表
示部４０５に当該ＳＳＩＤ画像データを出力する。そして、表示部４０５は、ＳＳＩＤと
共に、受信したＳＳＩＤ画像を表示する。
【００７８】
　以上のように、本実施の形態にかかる通信システム２の構成によれば、インターネット
上の外部サーバ６００がＳＳＩＤ画像データを記憶している。そのため、無線ＬＡＮアク
セスポイント１００が、ＳＳＩＤ画像データを記憶している必要がない。したがって、無
線ＬＡＮアクセスポイント１００にＳＳＩＤ画像データ記憶用のメモリ（実施の形態１の
ＳＳＩＤ画像記憶部１０２）を別途設ける必要が無い。つまり、無線ＬＡＮアクセスポイ
ント１００の処理（ソフトウェア）を変更すれば、本発明を適用することができる。その
結果、無線ＬＡＮアクセスポイント１００のハードウェアの変更は必要ないため、本発明
の汎用性が向上する。
【００７９】
　なお、本発明は上記実施の形態に限られたものではなく、趣旨を逸脱しない範囲で適宜
変更及び組み合わせをすることが可能である。例えば、上述の実施の形態においては、無
線端末４００に送信される視聴データとして、画像データを対象としたが、音声データや
動画データであっても良い。この場合、出力手段として、スピーカ等が必要となる。また
、視聴データの送信媒体としては、ビーコンフレームに限られない。分割されていない元
の画像データ等のデータサイズに対して、フレームボディの容量が小さいフォーマットに
おける通信の場合は、本発明が適用できる。
【００８０】
　また、本発明にかかる無線通信装置７００は、少なくとも図１６に示すような構成でれ
ばよい。具体的には、無線通信装置７００は、記憶部７０１と、送出部７０２と、制御部
７０３と、を備える。記憶部７０１は、自端末を示す識別情報と、当該識別情報に関連す
る関連情報と、保持する。送出部７０２は、識別情報及び関連情報を無線標識に含めて送
出する。制御部７０３は、送出した識別情報に基づく接続要求信号を取得すると、無線通
信を確立する。また、本発明にかかる情報通信端末８００は、記憶部８０１と、出力部８
０２と、制御部８０３と、を備える。記憶部８０１は、識別情報と当該識別情報に関連す
る関連情報を取得した場合に保持する。制御部８０３は、識別情報に基づいて、無線通信
を確立すると共に、関連情報を出力部に出力させる。このような構成により、無線通信装
置７００は、識別情報に関連する関連情報を情報通信端末に送信することができる。そし
て、情報通信端末８００が関連情報を出力することにより、ユーザは関連情報を認識する
ことができる。したがって、識別情報の視認性が向上し、ユーザは、容易に無線ＬＡＮ（
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無線通信装置７００）を識別することができる。
【００８１】
　また、上述の通信システムの任意の処理は、ＣＰＵ（Central Processing Unit）にコ
ンピュータプログラムを実行させることにより実現することも可能である。この場合、コ
ンピュータプログラムは、様々なタイプの非一時的なコンピュータ可読媒体（non-transi
tory computer readable medium）を用いて格納され、コンピュータに供給することがで
きる。非一時的なコンピュータ可読媒体は、様々なタイプの実体のある記録媒体（tangib
le storage medium）を含む。非一時的なコンピュータ可読媒体の例は、磁気記録媒体（
例えばフレキシブルディスク、磁気テープ、ハードディスクドライブ）、光磁気記録媒体
（例えば光磁気ディスク）、ＣＤ－ＲＯＭ（Read Only Memory）、ＣＤ－Ｒ、ＣＤ－Ｒ／
Ｗ、半導体メモリ（例えば、マスクＲＯＭ、ＰＲＯＭ（Programmable ROM）、ＥＰＲＯＭ
（Erasable PROM）、フラッシュＲＯＭ、ＲＡＭ（random access memory））を含む。ま
た、プログラムは、様々なタイプの一時的なコンピュータ可読媒体（transitory compute
r readable medium）によってコンピュータに供給されてもよい。一時的なコンピュータ
可読媒体の例は、電気信号、光信号、及び電磁波を含む。一時的なコンピュータ可読媒体
は、電線及び光ファイバ等の有線通信路、又は無線通信路を介して、プログラムをコンピ
ュータに供給できる。
【００８２】
　また、コンピュータが上述の実施の形態の機能を実現するプログラムを実行することに
より、上述の実施の形態の機能が実現される場合だけでなく、このプログラムが、コンピ
ュータ上で稼動しているＯＳ（Operating System）もしくはアプリケーションソフトウェ
アと共同して、上述の実施の形態の機能を実現する場合も、本発明の実施の形態に含まれ
る。さらに、このプログラムの処理の全てもしくは一部がコンピュータに挿入された機能
拡張ボードやコンピュータに接続された機能拡張ユニットによって行われて、上述の実施
の形態の機能が実現される場合も、本発明の実施の形態に含まれる。
【００８３】
　上記の実施形態の一部または全部は、以下の付記のようにも記載され得るが、以下には
限られない。
【００８４】
　　　（付記１）
　識別情報と、当該識別情報に関連する関連情報を保持する記憶部と、
　自装置を示す識別情報および関連情報を無線標識に含めて送出する送出部と、
　前記送出した識別情報に基づく接続要求信号を取得すると、無線通信を確立する制御部
と、を有する無線通信装置。
　　　（付記２）
　前記制御部は、前記関連情報の一部である一部情報を周期的に前記送出部から送出させ
る、付記１に記載の無線通信装置。
　　　（付記３）
　制御部は、前記関連情報を複数の一部情報に分割し、
　前記送出部は、前記識別情報と前記一部情報とを共に送出する、付記２に記載の無線通
信装置。
　　　（付記４）
　前記無線通信装置は、前記識別情報と前記一部情報を統合する統合手段をさらに備え、
前記送出部は、前記統合手段により統合後に前記標識情報を送出する、付記３に記載の無
線通信装置。
　　　（付記５）
　無線通信装置と、
　前記無線通信装置と無線通信な情報通信端末と、
　前記情報通信端末とＷＡＮを介して接続されたサーバ装置と、を備え、
　前記サーバ装置は、
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　前記無線通信装置を識別するための識別情報と当該識別情報に関連する関連情報とを保
持する記憶部と、
　前記識別情報および関連情報を無線標識に含めて、ＷＡＮを介して前記情報通信端末に
送出する送出部と、を有する通信システム。
　　　（付記６）
　識別情報と、当該識別情報に関連する関連情報を取得した場合に保持する記憶部と、
　前記関連情報を出力する出力部と、
　前記識別情報に基づいて、無線通信を確立すると共に、前記関連情報を前記出力部に出
力する制御部とを備える情報通信端末。
　　　（付記７）
　関連情報の一部を構成する一部情報を取得した場合、前記一部情報から前記関連情報を
構築する構築手段をさらに備え、前記制御部は、前記関連情報を前記出力部に出力する、
付記６に記載の情報通信端末。
　　　（付記８）
　前記記憶部が、前記情報通信端末が受信した一部情報に対応する関連情報を保持してい
る場合、前記制御部は、前記対応する関連情報を前記出力部に出力させる、付記７に記載
の情報通信端末。
　　　（付記９）
　前記関連情報は、表示用データを含む場合、前記制御部は、前記表示用データを前記出
力部に出力させる、付記８に記載の情報通信端末。
　　　（付記１０）
　前記制御部は、前記無線通信のカテゴリ毎に、前記表示用データを前記出力部に出力さ
せる、付記６～９のいずれか一項に記載の情報通信端末。
　　　（付記１１）
　前記関連情報は、音声データを含む場合、前記制御部は、前記音声データを前記出力部
に出力させる、付記８に記載の情報通信端末。
　　　（付記１２）
　自装置を示す識別情報と当該識別情報に関連する関連情報とを保持する記憶部を備える
無線通信装置と、前記無線通信装置と無線通信可能な情報通信端末と、を備える通信シス
テムの制御方法であって、
　前記無線通信装置が、前記識別情報および前記関連情報を無線標識に含めて送出するス
テップと、
　前記無線通信装置が、送出した前記識別情報に基づく接続要求信号を、前記情報通信端
末から取得すると、前記情報通信端末との無線通信を確立するステップと、
　を備える通信システムの制御方法。
　　　（付記１３）
　自装置を示す識別情報と当該識別情報に関連する関連情報とを保持する記憶部を備える
無線通信装置と、前記無線通信装置と無線通信可能な情報通信端末と、を備える通信シス
テムの制御プログラムであって、
　前記無線通信装置に、前記識別情報および前記関連情報を無線標識に含めて送出させる
ステップと、
　前記無線通信装置が送出した前記識別情報に基づく接続要求信号を前記情報通信端末か
ら取得すると、前記無線通信装置に、前記情報通信端末との無線通信を確立させるステッ
プと、
　をコンピュータに実行させる制御プログラム。
【符号の説明】
【００８５】
１、２　通信システム
１００　無線ＬＡＮアクセスポイント
１０１　ＳＳＩＤ記憶部
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１０２　ＳＳＩＤ画像記憶部
１０３　画像分割部
１０４　情報統合部
１０５　無線ＬＡＮ通信部
１０６　ＳＳＩＤ画像送受信部
１０７　ＳＳＩＤ画像送信部
２００　ビーコンフレーム
２０１　フレーム制御情報
２０２　デュレーションＩＤ
２０３　宛先アドレス
２０４　送信先アドレス
２０５　ＳＳＩＤ
２０６　シーケンス制御情報
２０７　フレームボディ
２０８　ＦＣＳ
３０１　メーカ固有情報
３０２　ＯＵＩ情報
３０３　その他情報
３０４　識別子
３０５　フラグ情報
３０６　オフセット情報
３０７　分割データ
４００　無線端末
４０１　無線ＬＡＮ通信部
４０２　ＳＳＩＤ抽出部
４０３　画像抽出部
４０４　画像再構築部
４０５　表示部
４０６　ＳＳＩＤ画像記憶部
４０７　ＳＳＩＤ画像要求部
４０８　ＳＳＩＤ画像受信部
５０１、５０２　ＳＳＩＤ画像
６００　外部サーバ
７００　無線通信装置
７０１　記憶部
７０２　送出部
７０３　制御部
８００　情報通信端末
８０１　記憶部
８０２　出力部
８０３　制御部
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